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みなとみらい２１中央地区都市景観形成ガイドライン

屋外広告物ー２

ア．屋外広告物は、にぎわいの創出に効果的な色彩、デザイン等について工夫し、別表1の規格に
　　よる質の高い広告景観を創造する。

別表１

ビルサインは独立文字・マーク等の組み合わせによるものとする。

色彩

照明

映像広告
(投影広告物を含む)

表示内容・
デザイン

表示内容は地域のにぎわいや良好な環境の演出に寄与するものとし、商品・サービス等の営利目的の部分
を最小限の大きさとした、品位の良さを感じられるデザインとする。

表示面の色彩は、マンセル表色系で色相がＲ系若しくはＹ系で、明度が４以上８以下のものは、彩度８以
下の落ち着いた色彩を基調とする。

照明は、点滅式のもの、著しく高輝度のもの等を避け、街のにぎわいや地区全体の夜景の演出を阻害しな
いものとする。

映像装置を利用する屋外広告物は、設置位置、大きさ、放映内容、期間、放映時間、照度、輝度、音量等
について良好な景観に十分配慮するものとする。

●映像広告（投影広告物を含む）は、以下の基準を満たすものとし、みなとみらい２１街づくり基本協定の承認等と
　連携した協議を行います。

項目

協議対象

設置場所

設置高さ

・外部に向けて設置する映像広告物（投影広告物を含む）。

・信号機の誤認が発生しないなど、交通環境に配慮した場所に設置する。

・建物低層部（高さ10ｍ未満（デッキがある場合は15ｍ未満））にのみ設置する。

設置数

コンテンツ

放映時間 ・周辺に配慮した放映時間とする。

照度・輝度 ・まぶしすぎない明るさとする。

色彩 ・けばけばしい色（高彩度色）の使用はさける。

動き ・点滅や極端に激しい動きは避ける。

音 ・音は原則、出さない。

内容 ・地区全体で質の高い景観形成が図られるよう、周辺に配慮し、歩行者に不快な
　印象を与えない内容とする。

大きさ

・１画面当たり原則３㎡以下。

・良好な景観や環境に十分配慮する。

・画面の⾧辺と短辺を足した数値の3分の1以内にある
　映像装置を利用する広告物は１つの画面とみなし、
　それらの合計面積を画面の面積とする。

・なお、ガラス面の内側に設置されるもので、室内のレイアウト上、明らかに外向けと判断できる
　ものは対象とする。

内容

   ※大規模な集客施設などの用途、施設の特性上、必要があり、かつ、街のにぎわい創出に資するもので、設置位置や
　　大きさ、コンテンツの内容等において、周辺環境や景観への十分な配慮がなされているものとして市⾧が認めた場合
　　は、上記基準を超えて設置することができます。
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X ≦ (a+b) / 3

→１つの画面とみなす

原則３㎡以下

X ＞ (a+b) / 3

→別の画面とみなす

原則３㎡以下

方針 3 　みなとみらい 21 地区の特徴を生かし、横浜の顔となるような街並みを創る

明度4～8の場合

企業イメージを大切にしつつ、
色数を最低限に抑え、良好な環
境の演出に寄与している広告物

屋外広告物の表示面の基調色として使用できない色の範囲

好ましくない広告物の例好ましい広告物の例

激しい点滅光や著しく高輝度
の演出照明で構成されている
広告物

●中・高層部のビルサインに使用するコーポレートカラーは、別表１の
色彩基準を適用しません。

●蛍光色及びこれに類するものは用いない。
●ＣＭＹＫ方式によるカラーチャートでの表示する場合は、
　以下の範囲内の使用としてください。
・赤の場合:Ｍ≦90、
　　　　　　あるいは、Ｍ＞90では（Ｍ＋Ｙ）―（Ｃ＋Ｋ）≦160
・黄の場合:Ｙ≦90、
　　　　　　あるいは、Ｙ＞90ではＹ－（Ｍ＋Ｃ＋Ｋ）≦90

※基調色として使用できない色を
　当該広告物全体の表示面積の
　15％以内でアクセント的に使用
　することは可能。

建物低層部
外構部

その他工作物

その他

建物低層部
外構部

その他工作物

その他
広告物

景観形成基準
（景観法）

建物中層部

建築設備類

建物高層部
行為指針

（景観条例）
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ビルサインの基本構成

独立文字によるビルサインの例

ガラス面の内側に設置されるもの
であっても、外向けに表示する
広告物は協議対象

映像広告物の例



みなとみらい２１中央地区都市景観形成ガイドライン

屋外広告物ー３

別表２

の
も
る
す
置
設
・
示
表
に
物
築
建

屋上・屋根 屋上広告物は表示・設置しない。

高層部

中層部

低層部

独立広告物
（広告塔・広告板）

その他

イ． 屋外広告物は、地区内外からの眺望景観、街路景観に配慮し、形状、大きさ、配置等について、
　　 別表２の規格による秩序ある広告景観を形成する。

屋根を利用した広告物は表示・設置しない。ただし、ビルサインで表示面積の合計が当該屋根の水平
投影面積の 5％以下、かつ 50 ㎡以内のものは、この限りではない。

表示内容は、当該建物名称、施設名称、入居する企業・店舗名称等（いずれも略称、愛称、マークを含む）
とし、商品広告はしない。

１カ所当たりの表示面積は 25 ㎡以内とする。また、１敷地内の独立広告物の総表示面積は敷地面積
の 5/1000（25 ㎡未満の場合は 25 ㎡とする）以下とする。
地盤面から独立広告物上端までの高さは 10m 以下とする。ただし、ペデストリアンデッキ上に設置
する場合は、地盤面から独立広告物上端までの高さを 15m 以下とする。
店舗等の名称を示す場合は集合表示のものとする。やむを得ず、店舗等の名称を単独で設置する場合
は、設置位置、大きさ、形状、設置数等について周辺の景観に配慮し、当該店舗の近傍に設置する。

立看板は、自家用広告物または案内広告物で、次に掲げるもののうち、デザイン及び設置数等周辺の
景観に配慮したものとする。

ア　表示面積は、1 面あたり２㎡以内とする。ただし、景観上特に配慮し、質の高いデザインと市⾧
が認めた場合は、この限りではない。

イ　原則、施設近傍で、歩行者の妨げにならない場所に設置することとし、ペデストリアンネット
ワークや「歩道状空地」（p10）等には設置しない。

広告旗は設置しない。ただし、イベント・キャンペーン等の短期のもので周辺の景観に十分配慮した
と認められるものについては、この限りではない。

高層部に広告物は表示・設置しない。ただし、各棟１種類２カ所以内のビルサインで、⾧辺方向の⾧
さを当該壁面の見付幅の 20% 以下、かつ、表示面積を見付幅に 0.5 を乗じた数値以内としたもので、
周辺の景観に十分配慮したと認められるものについては、この限りではない。
中層部に広告物は表示・設置しない。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものについては、こ
の限りではない。
(1) ビルサインで 1 カ所当たりの表示面積が 20 ㎡以内、表示する文字の高さが 3m 以下のもの
(2) 桜木町駅前に面する壁面（窓面を除く）に表示・設置するもので、大きさ、配置、内容、デザイン、

掲出期間等、良好な景観に十分配慮したと認められるもの
低層部に表示・設置する広告物については以下の各号によるものとする。
(1) 壁面 ( 窓面を含む ) に表示・設置するものは、１カ所当たりの表示面積を 25 ㎡以内とし、かつ、

表示面積の合計を当該低層壁面部分の面積の 15％以下とする。
(2) 窓面に表示・設置するものは、窓面１カ所当たりの表示面積の合計を当該窓面の面積の 50％以

下、かつ、25 ㎡以内とする。
(3) 袖看板は設置位置、高さ、設置数等に配慮し、壁面からの出寸法が 1m 以下とする。
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立看板の例 好ましくない立看板の例
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方針 3 　みなとみらい 21 地区の特徴を生かし、横浜の顔となるような街並みを創る

秩序ある広告景観の形成

MINATO ALLEY

建物低層部
外構部

その他工作物

その他

建物低層部
外構部

その他工作物

その他
広告物

景観形成基準
（景観法）

建物中層部

建築設備類

建物高層部
行為指針

（景観条例）
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